
２  岡 山 大 学 薬 学 部 規 程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人岡山大学管理学則（平成１６年岡大学則第１号）及び 

岡山大学学則（平成１６年岡大学則第２号）の規定に基づき，岡山大学薬学部（以下「本 

学部」という。）に関して，必要な事項を定めるものとする。 

 （本学部の目的） 

第２条 本学部は，薬学に関する基礎及び応用の科学並びに技術を修得させ，薬学に関連 

 する社会的使命を正しく遂行し得る人材を養成するとともに，薬学に関し深く研究を遂 

 行し，社会の発展に寄与することを目的とする。 

（自己評価等） 

第３条 本学部は，本学部に係る点検及び評価（以下「自己評価」という。）を行い，そ 

の結果を公表する。 

２ 前項の自己評価については，岡山大学（以下「本学」という。）の教職員以外の者に 

よる検証を受けるよう努めるものとする。 

３ 自己評価等に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （教育研究等の状況の公表） 

第４条 本学部は，本学部に係る教育研究及び組織運営の状況等について，定期的に公表 

する。 

 （組織的研修等） 

第５条 本学部は，本学部教員の教育内容及び教育方法の改善を図るため，組織的な研究 

及び研修を実施する。 

 （学科） 

第６条 本学部に次の学科を置く。 

  薬学科 

  創薬科学科 

 （副学部長） 

第７条 本学部に副学部長２名を置く。 

２ 副学部長は，学部長の職務を助け，又は学部長の命によりその職務の一部を担当する。 

３ 副学部長に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （学科長） 

第８条 本学部各学科に学科長を置く。 

２ 学科長に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （教育課程） 

第９条 本学部の教育課程は，教養教育科目及び専門教育科目により編成する。 

２ 教養教育科目の授業科目の区分，授業科目名，単位数及び履修方法については，別表 

 第１のとおりとする。 

３ 専門教育科目の授業科目名，単位数及び履修方法については，別表第２及び別表第３ 

のとおりとする。 

４ 前項の規定にかかわらず，必要があるときは，教授会の議を経て，特別の授業科目を 

 開設することがある。 
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 （授業の方法） 

第１０条 本学部の授業は，講義，演習，実験及び実習により行う。 

２ 本学部は教育上有益と認めるときは，前項の授業を，多様なメディアを高度に利用し 

て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。 

３ 本学部は教育上有益と認めるときは，第１項の授業を，外国において履修させること 

がある。前項の規定により，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等 

以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

４ 授業科目，授業担当教員及び授業時間表は学年の始めに公示する。 

 （履修手続） 

第１１条 学生は，各学期の始めに履修しようとする授業科目を学部長に届け出て許可を 

受けなければならない。ただし，学期の中途において開設する授業科目については，そ 

の都度届け出て許可を受けるものとする。 

２ 学生は，他学部の授業科目を履修しようとするときは，学部長を経て当該学部長の許 

 可を受けなければならない。 

 （他の大学の授業科目の履修） 

第１２条 本学部が教育上有益と認めるときは，学生に他の大学（外国の大学を含む。以 

 下同じ。）の授業科目を当該大学との協議に基づき履修させることができる。 

２ 前項の履修を希望する学生は，学部長に願い出て許可を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により学生が他の大学で修得した単位を，本学部における授業科目の履 

 修とみなし，単位を授与することがある。 

４ 前項の単位の認定は，当該大学の交付する証明書等により教授会が行う。 

５ 前各項の規定は，本学部の学生が，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における 

 授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第１３条 本学部が教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の 

専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を，本学部における授業科目の履 

修とみなし単位を授与することがある。 

２ 前項の取扱については，別に定める。 

 （単位の計算方法） 

第１４条 授業科目の単位の計算方法は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とす

る内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，

授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準によるものとする。 

一 講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間の授業

をもって１単位とする。 

二 実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の

授業をもって１単位とする。 

三 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用に

より行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して別に

定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目については，これらの学修

の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な学

修等を考慮して，単位数を別に定める。  
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（試験） 

第１５条 試験は，原則として学期末及び学年末に行う。 

２ 学生は，各授業科目につき所定の時間講義，演習，実験及び実習に出席しなければ， 

 試験を受けることができない。 

 （追試験） 

第１６条  病気その他やむを得ない理由により前条第１項の試験に欠席した者には，追試 

 験を行うことがある。 

２ 追試験を受けようとする者は，医師の診断書又は理由書を添え，速やかに学部長に願 

 い出てその許可を受けなければならない。 

 （成績評価基準等の明示） 

第１７条 授業の方法及び内容並びに１年の授業の計画並びに成績評価基準は，講義要覧 

等により学年の始めに公表する。 

 （単位の認定） 

第１８条 単位の認定は，前条に規定する成績評価基準に照らし，試験の成績等により， 

 授業担当教員が行う。 

２ 他学部で修得した単位は，本学部の専門科目に関連がある科目で教授会が適当と認め 

 た場合，８単位以内を卒業の要件となる単位として認定することができる。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第１９条 本学又は他の大学若しくは短期大学（外国の短期大学を含む。）で履修した授 

業科目について修得した単位の認定は，当該大学等の交付する成績証明書等により教授 

会が行う。 

２ 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を， 

本学部における授業科目の履修とみなし，単位を授与することがある。 

３ 前項の取扱については，別に定める。 

 （卒業の要件） 

第２０条 卒業の要件は，薬学科にあっては６年以上在学し，別表第１及び別表第２に定め

る卒業要件単位計１９６単位以上を，創薬科学科にあっては４年以上在学し，別表第１及

び別表第３に定める卒業要件単位計１３６単位以上を修得するものとする。 

（転学） 

第２１条 本学の学生が，他の大学に転学を志願する場合は，学部長の許可を受けなけれ 

ばならない。 

２ 前項の許可を受けた者が，他の大学に転学する場合は，学部長に退学を願い出て，教 

 授会の議を経た上で，退学の許可を受けなければならない。 

（転学科及び転学部） 

第２２条 本学部内の転学科及び他学部からの転学部を志願する者があるときは，選考の

上，教授会の議を経て，許可することがある。 

２ 前項の規定により転学部を志願する者は，現に在学する学部長の許可書を，出願の際 

願書に添えなければならない。 

３ 本学部の学生が，本学の他の学部に転学部を志願する場合は，学部長の許可を受けな 

ければならない。 

４ 転学科及び転学部に関し，必要な事項は，別に定める。 

（既修得単位及び在学期間の認定） 
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第２３条 他の大学からの転学，本学の他の学部から転学部又は本学部内で転学科した者

の既修得単位及び在学期間の認定は，教授会において行う。 

（退学勧告） 

第２４条 学生の学業成績が著しく不振であると認める場合は，教授会の議を経て，退学 

を勧告する。 

２ 退学勧告を受け退学した者で，再入学を願い出た者に対しては，教授会の議を経て， 

再入学を許可することがある。 

３ 退学の勧告の基準，取扱い等については，別に定め公表する。 

 （科目等履修生） 

第２５条 本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目を履修し，単位の修得を志願す 

 る者があるときは，選考の上，科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生の履修の期間は，１学年又は１学期とする。 

３ 科目等履修生を志願することができる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者 

 二 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者 

４ 科目等履修生を志願する者は，学年又は学期の始めに所定の願書を学部長に提出しな

 ければならない。 

５ 科目等履修生については，必要な事項は別に定める。 

 （特別聴講学生） 

第２６条 他の大学の学生で本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは，授業及 

 び研究に支障がない限り，当該大学との協議に基づき，特別聴講学生として許可するこ 

 とがある。 

２ 特別聴講学生を志願する者は，学年又は学期の始めに所定の願書を所属する大学を経 

 て学部長に提出し，許可を受けなければならない。 

（専攻生） 

第２７条 本学において特定の専門事項の専攻を希望する者があるときは，授業及び研究 

に支障がない限り，専攻生を志願することができる。 

２ 専攻生を志願することができる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

 一 大学を卒業した者 

 二 旧制の専門学校を卒業した者 

 三 教授会において，前２号と同等以上の学力があると認めた者 

３ 専攻生を志願する者は，学年又は学期の始めに所定の願書を学部長に提出しなければ 

 ならない。  

４ 専攻生の在学期間は，１年以内とし，当該年度限りとする。ただし，引き続き専攻を 

 必要とする者は，本人の願い出により在学期間の延長を許可することがある。 

（研究生及び委託生） 

第２８条 本学部において特定の事項について研究を希望する者があるときは，本学部の 

 授業及び研究に支障がない限り，研究生として入学を許可することがある。 

第２９条 公の機関等からその所属職員につき，聴講科目若しくは研究事項を定め，又は 

 研修について，委託の願い出があるときは，本学部の授業及び研究に支障がない限り委 

 託生として入学を許可することがある。 

第３０条 第２７条第２項から第４項までの規定は，研究生及び委託生に準用する。 
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 （雑則） 

第３１条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は教授会の議を経て定める。 

 
附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 
２ 平成１５年度以前の入学者については，岡山大学薬学部規程を廃止する規程（平成１６
年岡大薬規程第１号）により廃止された岡山大学薬学部規程（平成７年岡山大学薬学部規
程第１号）の例による。 

 
附 則 

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第６条の規定にかかわらず，総合薬学科は，平成１８年３月３１日に在学する
者が当該学科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

３ 平成１６年度及び平成１７年度の入学者については，改正前の第８条，第１９条，別表
第１及び別表第２に係る規定は，改正後の岡山大学薬学部規程の規定にかかわらず，なお
従前の例による。 

 
附 則 

１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 
２ 平成１８年度の入学者については，改正前の別表第１に係る規定は，改正後の岡山大学
薬学部規程の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 
   附 則 
１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 
２ 平成１９年度以前の入学者に係る成績の評価については，改正前の第１７条第２項の
規定の例による。 

３ 平成１９年度以前の入学者に係る教養教育科目の区分等については，改正後の別表第
１の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 
附 則 

この規程は，平成２２年６月２４日から施行する。 
 
附 則 

１ この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 
２ 平成２２年度以前の入学者に係る教養教育科目の授業科目群については，改正後の別
表第１の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 
２ 平成２３年度以前の入学者については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例によ
る。 
 

附 則 
１ この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 
２ 平成２４年度以前の入学者については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例によ
る。 

３ 前項の規定にかかわらず，改正後の別表第２及び別表３は平成２４年度入学者につい
ても適用する。 

  
  附 則 
１ この規程は，平成２６年４月１日から施行し，平成２５年度の入学者から適用する。 
２ 平成２４年度以前の入学者については，従前の別表２及び別表３に，専門科目（自由科
目）「病気を知る」を加えたものを適用する。 

 
  附 則 
１ この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
２ 平成２６年度以前の入学者については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例によ
る。 

－92－



授　業　科　目  及　び　単  位  数 履修要件

現代の課題

人間と社会

健やかに生きる

自然と技術

人文・社会科学

自然科学

生命・保健科学

情報科学

英語

ドイツ語

フランス語

中国語

韓国語

ロシア語

スペイン語

イタリア語

日本語

［　教　養　教　育　科　目　］
別表第１（第９条関係）

科　目　区　分

　 開講授業科目及びその単位については，岡山大学教
育開発センター長が学年の始めに公示する

　履修に関する要件は，
別に定めるところによる。

ガイダンス科目

主

題

科

目

個

別

科

目

外
　
　
国
　
　
語
　
　
科
　
　
目
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別表第２（第９条関係）

［薬学科の専門教育科目の授業科目名等］

Ⅰ　専門基礎科目

物 理 化 学 Ⅰ 2 1
有 機 化 学 Ⅰ 2 1
生 物 化 学 Ⅰ 2 1
基 礎 物 理 学 2 1
基 礎 生 物 学 2 1

卒 業 要 件 単 位 6 2

Ⅱ　専門科目

薬 学 セ ミ ナ ー Ⅰ 1 1
早 期 体 験 学 習 Ⅰ 1 1
Ｓ Ｇ Ｄ 入 門 1 1
生 物 化 学 Ⅱ 2 1
有 機 化 学 Ⅱ 2 1
物 理 化 学 Ⅱ 2 1
生 薬 学 Ⅰ 2 1
細 胞 生 物 学 2 1
分 析 科 学 Ⅰ 2 1
分 析 科 学 Ⅱ 2 1
薬 用 植 物 学 2 1
無 機 化 学 1 1
人 体 解 剖 学 1 1
薬 学 セ ミ ナ ー Ⅱ  1 2
生 理 学 2 2
生 物 化 学 Ⅲ 2 2
分 子 生 物 学 Ⅰ 2 2
分 子 生 物 学 Ⅱ 2 2
有 機 化 学 Ⅲ 2 2
生 薬 学 Ⅱ 2 2
機 能 性 天 然 素 材 学 2 2
薬 理 学 Ⅰ 2 2
衛 生 薬 学 Ⅰ 2 2
生 物 薬 剤 学 2 2
薬 剤 学 2 2
医 薬 品 構 造 解 析 学 2 2
物 理 化 学 Ⅲ 1 2
物 理 化 学 Ⅳ 2 2
微 生 物 学 2 2
有 機 化 学 Ⅳ 2 2
放 射 医 薬 品 学 2 2
製 剤 学 2 2
臨 床 治 療 学 概 論 2 2
早 期 体 験 学 習 Ⅱ 1 2
救 急 薬 学 1 2
薬 学 基 本 実 習 0.5 2
薬 学 基 礎 実 習 Ⅰ 1 2
薬 学 基 礎 実 習 Ⅱ 2 2

必　　　修 選択必修
授　業　科　目

単　　　　　　位
配当年次

授　業　科　目
単　　　　　　位

配当年次
必　　　修 選択必修
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必　　　修 選択必修
授　業　科　目

単　　　　　　位
配当年次

薬 学 基 礎 実 習 Ⅲ 2 3
衛 生 薬 学 実 習 1.5 3
医 療 薬 学 実 習 2 3
生 物 統 計 学 １ 1 3
生 物 統 計 学 ２ 1 3
有 機 化 学 Ⅴ 2 3
漢 方 薬 学 概 論 2 3
漢 方 処 方 応 用 学 1 3
薬 理 学 Ⅱ 2 3
薬 理 学 Ⅲ 2 3
薬 理 学 Ⅳ 2 3
衛 生 薬 学 Ⅱ 2 3
衛 生 薬 学 Ⅲ 2 3
衛 生 薬 学 Ⅳ 2 3
分 析 科 学 Ⅲ 1 3
化 学 療 法 学 2 3
免 疫 学 Ⅰ 2 3
免 疫 学 Ⅱ 1 3
医 薬 化 学 Ⅰ 2 3
医薬化学Ⅱ（構造生物学を含む。） 2 3
有 機 合 成 反 応 論 2 3
医 薬 品 情 報 学 2 3
診 断 治 療 学 2 3
薬 物 治 療 学 Ⅰ 2 3
薬 物 治 療 学 Ⅱ 2 3
医 薬 品 開 発 学 1 3
薬 物 動 態 学 2 3
薬 剤 師 倫 理 学 1 3
卒 業 論 文 基 礎 実 習 6 3・４
薬 物 治 療 学 Ⅲ 2 4
実 務 実 習 事 前 教 育 Ⅰ 2 4
実 務 実 習 事 前 教 育 Ⅱ 2 4
実 務 実 習 事 前 教 育 Ⅲ 4 4
臨 床 医 薬 品 治 療 学 Ⅰ 2 4
臨 床 医 薬 品 治 療 学 Ⅱ 2 4
臨 床 医 薬 品 治 療 学 Ⅲ 2 4
臨 床 統 計 学 1 4
薬 事 法 規 ・ 薬 事 行 政 2 4
コ ミ ュ ニ テ ィ フ ァ ー マ シ ー 1 4
臨 床 薬 物 動 態 学 Ⅰ 1 4
臨 床 薬 物 動 態 学 Ⅱ 1 4
臨 床 病 態 学 2 4
病 院 ・ 薬 局 実 務 実 習 20 5
臨 床 薬 学 演 習 Ⅰ 1 5・6
臨 床 薬 学 演 習 Ⅱ 1 5・6
臨 床 薬 学 演 習 Ⅲ 1 5・6
臨 床 薬 学 演 習 Ⅳ 1 5・6
卒業論文実習(卒業制作物を含む｡) 12 5・6

卒　業　要　件　単　位 156 4

Ⅲ　専門科目（自由科目）

薬 物 投 与 設 計 序 論 3
総 合 薬 学 演 習 6

1
4

授　業　科　目 単　　　　　　位 配当年次
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別表第３（第９条関係）

［創薬科学科の専門教育科目の授業科目名等］

Ⅰ　専門基礎科目

物 理 化 学 Ⅰ 2 1
有 機 化 学 Ⅰ 2 1
生 物 化 学 Ⅰ 2 1
基 礎 物 理 学 2 1
基 礎 生 物 学 2 1

卒 業 要 件 単 位 6 2

Ⅱ　専門科目

薬 学 セ ミ ナ ー Ⅰ 1
生 物 化 学 Ⅱ 1
有 機 化 学 Ⅱ 1
物 理 化 学 Ⅱ 1
生 薬 学 Ⅰ 1
細 胞 生 物 学 1
分 析 科 学 Ⅰ 1
分 析 科 学 Ⅱ 1
無 機 化 学 1
人 体 解 剖 学 1
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 入 門 1
植 物 資 源 学 1
薬 学 セ ミ ナ ー Ⅱ 2
生 理 学 2
生 物 化 学 Ⅲ 2
分 子 生 物 学 Ⅰ 2
分 子 生 物 学 Ⅱ 2
有 機 化 学 Ⅲ 2
生 薬 学 Ⅱ 2
機 能 性 天 然 素 材 学 2
薬 理 学 Ⅰ 2
衛 生 薬 学 Ⅰ 2
生 物 薬 剤 学 2
薬 剤 学 2
医 薬 品 構 造 解 析 学 2
物 理 化 学 Ⅲ 2
物 理 化 学 Ⅳ 2
微 生 物 学 2
有 機 化 学 Ⅳ 2
放 射 医 薬 品 学 2
製 剤 学 2
臨 床 治 療 学 概 論 2
薬 学 基 本 実 習 2
薬 学 基 礎 実 習 Ⅰ 2
薬 学 基 礎 実 習 Ⅱ 2

1

2

0.5
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1

1
2

1
1

2
2

2
2

2
2

2

選択

1

授　業　科　目
単　　　　　　位

配当年次
必　　　修 選択必修

授 　　業　 　科 　　目
単　位

配当年次
必修 選択必修
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選択
授 　　業　 　科 　　目

単　位
配当年次

必修 選択必修

薬 学 基 礎 実 習 Ⅲ 3
衛 生 薬 学 実 習 3
医 療 薬 学 実 習 3
生 物 統 計 学 １ 3
生 物 統 計 学 ２ 3
有 機 化 学 Ⅴ 3
漢 方 薬 学 概 論 3
漢 方 処 方 応 用 学 3
薬 理 学 Ⅱ 3
薬 理 学 Ⅲ 3
薬 理 学 Ⅳ 3
衛 生 薬 学 Ⅱ 3
衛 生 薬 学 Ⅲ 3
衛 生 薬 学 Ⅳ 3
分 析 科 学 Ⅲ 3
化 学 療 法 学 3
免 疫 学 Ⅰ 3
免 疫 学 Ⅱ 3
医 薬 化 学 Ⅰ 3
医薬化学Ⅱ（構造生物学を含む。） 3
有 機 合 成 反 応 論 3
医 薬 品 情 報 学 3
薬 物 治 療 学 Ⅰ 3
薬 物 治 療 学 Ⅱ 3
医 薬 品 開 発 学 3
薬 物 動 態 学 3
卒 業 論 文 基 礎 実 習 3
臨 床 医 薬 品 治 療 学 Ⅰ 4
臨 床 統 計 学 4
薬 事 法 規 ・ 薬 事 行 政 4
卒業論文実習(卒業制作物を含む｡) 4

Ⅲ　専門科目（自由科目）

薬 物 投 与 設 計 序 論 3

授　業　科　目 単　　　　　　位 配当年次

1

卒 業 要 件 単 位 23
 73以上

77

2
12

2
1

2
2

2
1

2
2

2
2

1
2

2
2

1
2

2
2

2
2

1
2

2
2

1
1

1.5
2

2
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